
岩倉市空き家バンク実施要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、市内における空き家等の有効活用及び定住の促進

を図るため、岩倉市空き家バンク（以下「空き家バンク」という。）

の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(1) 空き家等 市内に建築された住宅のうち、現に使用していないもの

（今後使用しなくなる予定のものを含む。）及びその敷地をいう。 

(2) 空き家バンク 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者から申

込みを受けた空き家等に関する情報を公開し、市内の定住を目的とし

て当該空き家等の利用を希望する者に対し、情報を提供する仕組みを

いう。 

(3) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により空き家等の

売買又は賃貸借を行うことができる者をいう。 

（適用上の注意）  

第３条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引等を制限す

るものではない。 

 （宅建協会との協定） 

第４条 市長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人愛知

県宅地建物取引業協会（以下「宅建協会」という。）と次に掲げる事項

について協定を結ぶものとする。 

(1) 媒介業者（次項に掲げる要件の全てを満たす者に限る。）の推薦 

(2) 所有者等から空き家バンクへの登録の申込みがあった空き家等の

登録に必要な調査 

(3) 空き家等の売買又は賃貸借の契約交渉の媒介 

(4) その他空き家バンクの円滑な運営に関すること。 

２ 前項第１号に掲げる要件は、次のとおりとする。 

(1) この要綱の趣旨を理解し、前項第２号及び第３号に掲げる事項を果

たすことができる者であること。 

(2) 宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第２条第３号に規

定する宅地建物取引業者であること。 

(3) 岩倉市暴力団排除条例（平成２４年岩倉市条例第２２号）第２条第

１号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）若しくは同条第２号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団若しくは

暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団員等」という。）でな

いこと。 



（情報の登録ができる空き家等）  

第５条 空き家バンクに情報を登録することができる空き家等は、次に掲

げる全ての要件を満たすものとする。  

(1) 登録期間中、所有者等により管理がされる空き家等であること。  

(2) 暴力団員等が所有者等でない空き家等であること。  

(3) 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）

第２条第２項に規定する特定空家等に認定されていない空き家等で

あること。  

(4) その他売買又は賃貸借を行う上でトラブルとなる要素がない空き

家等であること。 

（情報の登録）  

第６条 空き家バンクに情報を登録しようとする所有者等は、岩倉市空き

家バンク情報登録申込書（様式第１）に次に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

(1) 情報登録誓約書（様式第２） 

(2) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、当該申請に

係る書類等を審査し、適当と認めたときは、空き家バンクに登録を行い、

所有者等に岩倉市空き家バンク情報登録完了書（様式第３。以下「登録

完了書」という。）により通知するものとする。また、不適当と認めた

ときは、所有者等に岩倉市空き家バンク情報登録不可通知書（様式第４）

により通知するものとする。 

３ 市長は、前項に規定する審査に当たり、宅建協会に空き家バンク情報

登録カード（様式第５。以下「登録カード」という。）による調査を依

頼し、報告を受けるものとする。 

４ 所有者等が空き家バンクへの登録に際し、宅建協会を介さない登録を

希望する場合は、所有者等の責任により、第４条第２項に掲げる要件を

満たす媒介業者（以下「協会外媒介業者」という。）と媒介契約を結ん

だ上、登録カードを作成し、第１項に定める書類を併せて提出しなけれ

ばならない。 

（登録内容の変更等） 

第７条 登録完了書による通知を受けた所有者等は、空き家バンクに登録

されている事項に変更があったときは、岩倉市空き家バンク情報登録変

更届出書（様式第６。以下「変更届出書」という。）を市長に提出しな

ければならない。 

２ 登録完了書による通知を受けた所有者等は、空き家バンクに登録され

ている空き家等（以下「登録物件」という。）の情報を取り消したいと

きは、岩倉市空き家バンク情報登録取消届出書（様式第７。以下「取消

届出書」）を市長に提出しなければならない。 



（登録の取消し） 

第８条 市長は、登録物件に関し、次のいずれかの事由が生じたときは、

当該登録物件に関する情報を取り消すとともに、岩倉市空き家バンク情

報登録取消通知書（様式第８）により所有者等に通知するものとする。 

(1) 第１２条第２項に基づく連絡において、交渉成立の連絡を受けたと

き。 

(2) 所有者等から取消届出書が提出されたとき。 

(3) 当該空き家等に係る所有権その他の権利の異動等の変更があった

にもかかわらず、変更届出書の提出がないことが判明したとき。 

(4) 登録に関して錯誤、不正、偽り等が判明したとき。 

(5) 前各号に定めるもののほか、登録を取り消す必要があると市長が認

めるとき。 

（公開情報） 

第９条 市長は、空き家バンクに登録した情報のうち、登録カード及び外

観が確認できる写真を公開情報として市のホームページ等に掲載し、閲

覧に供するものとする。ただし、所有者等が別段の意思表示をしたとき

は、この限りでない。 

（利用希望者の資格） 

第１０条 登録物件の売買又は賃貸借の交渉の申込みを希望する者（以下

「利用希望者」という。）は、次に掲げる全ての要件を満たす者でなけ

ればならない。 

(1) 暴力団員等でないこと。 

(2) 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１条第１項第１４号で定

める徴収金（市町村が徴収するものに限る。）を完納していること。 

(3) 各種法令に基づき空き家等を利用する者であること。 

(4) 空き家等を利用することにより、公序良俗に反する恐れがない者で

あること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、空き家等を利用させることが不適当で

あると認める者でないこと。 

（交渉の申込み） 

第１１条 利用希望者は、岩倉市空き家バンク物件交渉申込書（様式第９）

に交渉誓約書（様式第１０）及び前条第２号の規定を満たしていること

が確認できる納税証明書を添えて、市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による交渉の申込みがあったときは、その内容等

を確認の上、交渉の可否について決定するものとする。 

３ 市長は、前項に規定する確認をするに当たり、岩倉市空き家バンク交

渉可否連絡票（様式第１１）により、宅建協会又は協会外媒介業者に意

見を聴くものとする。 

４ 市長は、交渉の可否について、岩倉市空き家バンク交渉可否通知書（様



式第１２）をもって利用希望者及び宅建協会（第６条第４項の規定によ

る場合は、利用希望者及び協会外媒介業者）に通知するものとする。 

（登録物件の交渉等） 

第１２条 前条第２項で交渉を可とした登録物件の売買又は賃貸借に関

する交渉若しくは契約の締結については、速やかに行われなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の交渉又は契約の締結について、岩倉市空き家バンク交

渉結果連絡票（様式第１３）により宅建協会又は協会外媒介業者と連絡

をとるものとする。 

３ 登録物件の売買又は賃貸借に関する交渉又は契約の締結については、

市長は関与せず、所有者等、宅建協会、協会外媒介業者及び利用希望者

間（以下「当事者間」という。）で行うものとする。 

４ 空き家バンクを介して発生した問題については、当事者間で解決する

ものとする。 

５ 交渉を通じて得た当事者間の個人情報については、空き家バンクの利

用以外の目的で使用してはならない。 

（雑則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

附 則  

この要綱は、平成２９年１２月１日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 


